著作権と不公平感　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006.11.22

私は節電虫やそれに続く独創的な技術開発や製品のおかげでここ１０数年はテレビ、新聞や地方経済誌に取り上げていただく機会に恵まれています。

メディアによる紹介は取材依頼、取材承諾、取材、記事・番組報道紹介という手順で行われ、金銭のやりとりが行われるのは一部の有名人を除けばほとんど無いでしょう。私も例外ではなく取材依頼が来た場合、私自身が金銭を支払うことを要求される取材以外は紹介記事や番組がＰＲになることを想定して否定することはありません。

取材に続く記事報道や番組放送は新聞社や放送局にとっては読者や視聴者による購読や視聴率アップのために不可欠で、ビジネス手段であり、それらを良い内容にすべく努力し競争しているのです。記事掲載や番組放送に費用が必要なことは言うまでもありません。費用回収が必要なことを否定するつもりもありません。

だだ、ここで、取材される側と取材、記事紹介、番組放送する側はギブ＆テイクの関係、５０：５０の関係、対等な関係であるべきです。

しかし、取材される側、少なくとも私、にとっては著作権という権利の元でははなはだ不公平であると感じています。特にテレビ局によるテレビ放送の場合はそうです。

著作権は制作側には発生しますが、取材される側には何の権利も発生しません。おかしい。取材される側はある意味では多大な時間と労力をかけて得たかけがえのない情報を提供し、それを新聞社や放送局が記事や番組にして公開するための了解を与えているわけです。特に無償の場合、発行される記事や放送される番組の何らかの利用権利は情報提供者にも発生してよいはずです。

制作されたものすべてに一様に一方的に著作権が自動的に発生するという考え方にも無理があります。制作者(社)の独創的なアイデアや手法などが盛り込まれていれば、その記事や番組に著作権が発生することに異議をとなえるつもりはありません。この場合はむしろ、独創的なアイデアや手法などを考案し、その情報を提供した人、会社にこそ、著作権利を与えるか、著作権利を共有すべきです。

もちろん、取材された側がその報道された記事や放送された番組内容を歪曲したり販売して金儲けする行為は許されるはずはありません。もし、それらの販売で金銭的利益が得られるのであれば情報提供した取材受諾者（社）と記事や番組を掲載、制作放送した両者への配分が当然です。

取材を承諾し、記事や番組構成の最も重要な構成要素である情報を提供した人や会社に一切の利用権利をも認めないような著作権行使は権利の乱用で、一方的で不公平な権利行使です。

しかし、現実はマスコミ、メディアの力が取材される側や下請け制作社（者）の力を圧倒しており、取材された情報提供者(社)の対等な権利を無視しています。特に放送局はそれを高飛車に当然と考えており、そのような行動をしています。

取材された私が感じているこれらの不公平感、番組利用権利の無さの矛盾を訴えることは間違っているのだろうか。許されないことなのであろうか。記事や番組利用は違法なのであろうか。よく考えてほしいものです。

さもないと、取材に応じる人や会社は減少し、記事や番組を書いたり、制作放送することさえも困難になり、メディアとしてのビジネスモデルが崩壊すると考えるのは早計で杞憂でしょうか。

一方で、私はローカルなケーブルテレビ局で情報番組を制作する立場でもあります。また、技術開発や商品開発についての著書もあります。

私自身の技術開発や著作物、あるいは制作番組についてはその知的所有権や著作権は申請登記しても独占はせず、無料公開、無料使用を原則としています。

なぜなら、開発した技術や制作した番組、そして著作した著作物は誰かが開発し、誰かが制作し、誰かが著作したかを認識してもらうことが大切なのです。開発、制作、著作に要した経費を回収し適正利益を得た後には、それらはより多くの人々に実際に使用してもらい、実際に見てもらい、実際に読んでもらわなければ価値は生まれない、考えを理解してもらえない、内容を伝えることはできない、社会や人類への貢献にはならない、と考えるからです。

世の中、すべてが権利に裏付けられたお金で片付けられるものではありません。お金で清算し、知的所有権や著作権を主張するようになったのは人類史上で歴史的には最近のことです。過剰な権利主張は社会生活や人間関係をギスギスした薄っぺらいものにします。その功罪を考えて、また広く人類への貢献も考えて権利主張をしたいものです。
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